
宮城県図書館振興基本計画（平成25年度～平成29年度）最終評価
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1

図書館のた
めの図書館と
しての蔵書構
築

実施 → ◇ → → 3 2 3

　見計い，カタログ等の新刊情報，新聞書評
や利用者からのリクエストにより幅広く選定
を行っている。また寄贈による収集の工夫な
どを行い，所蔵資料数を増やしていることも
あり，おおむね目標は達成されている。

　県民の多様化・高度化する要求に応える
ため，必要な情報が掲載されている資料を
出来る限り広く収集し,かつ更新を的確に行
う必要がある。特に非流通資料については,
発行情報をいかに細やかに取り入れ収集で
きるかが課題である。また児童資料や視聴
覚資料においては，現在利用者からのリク
エストを受け付ける仕組みがないが，リクエ
ストを含め，広い視野に立った選定のあり方
について検討を行い収集の充実を図る必要
がある。

3

 　「宮城県図書館資料収集方針」，「宮城県
図書館資料選定基準」の見直しを行い，図
書館の図書館として長期的な視野に立ち幅
広い収集を行った。その結果，市町村図書
館等に対する協力貸出数は増加傾向にあ
る。
　また，みやぎ資料，新聞雑誌，児童資料・
視聴覚資料について，利用者ニーズに応え
ていく観点から，新たに平成29年4月から資
料のリクエストを受け付けた。

　利用者のニーズにあった資料の充実を進
めていく必要があることから，積極的に情報
収集を図るとともに，これまで収集しきれな
かった資料の洗い出しが必要である。また，
障がい者を対象とした資料の充実を図る必
要がある。

ボーンデジタ
ルな資料の
収集

収集
方針
策定

試行 ◇
本格
実施

→

　震災デジタルアーカイブについては，構築
時にまとまった資料収集を行うことができ，
発災時から復旧期の資料を収集し，公開す
ることができた。公開後も権利者からの許諾
を得られた資料から公開を進めている。
　平成29年度末現在で収集数はアーカイブ
全体で約43万1千件，公開数は約22万4千
件となっている。
　その他の資料については，行政資料を中
心に収集を進めた。

  震災アーカイブにおける収集したものの権
利者からの許諾が得られずに公開保留と
なっている資料については，時間経過と共
に許諾を得られる可能性も考えられるため，
再度働きかけを行い，公開を進める必要が
ある。
　また，構築後の収集についての手順を整
理し，県及び外部機関への働きかけを進め
る必要がある。
　その他の資料については，今後，冊子体
発行を中止し，ホームページやメールマガジ
ン等での発行へ変更する資料も多いと考え
られるが，どこまで収集し，保存する必要が
あるのかを，検討する。

整
理
の
充
実

3
未分類の郷
土資料の体
系化

方針
策定

→ ◇ 運用 → 3 2 3

　他館の事例や情報収集といった準備段階
を経て，最終的な目標となる郷土行政資料
の整理方針策定に向けて，検討を継続して
いる状況である。

　行政資料の整理及び整理方針の策定につ
いては，資料体系を構築するための専門的
知識が必要であり，体系変更時には遡及作
業も発生することから，多角的な情報の収
集や分析・整理をしている段階である。 整
理方針については，同じく行政資料を扱う館
内組織の中で情報共有を図りながら，検討
を重ねる必要がある。

4

行政機関は，組織改変なども多いため，そ
の都度資料体系を見直すのは無理があるこ
とが確認できた。そのため継続分のみ行政
資料として処理し，新規タイトルは図書として
扱う方が現実的な整理方法であるという結
論となった。現在，未整理分の整理は完了し
ている。

今後も行政機関の組織改変の動向には留
意する。

最終評価（達成度４段階評価）
　４　達成した
　３　ほぼ達成した
　２　一部達成した
　１　達成できなかった

最終評価

施策の展開 具体的な取組

振興基本計画　第４章　行動計画 中間評価

3

　震災デジタルアーカイブについては，収集
方針を定め権利者との調整を図り資料収集
されている。

　その他のボーンデジタル資料は，たんなる
文書にとどまらず，日常的な写真などまでに
およぶため，資料の重要性の評価・作成の
背景にまで注意し，どの範囲の資料につい
て収集するか，また資料の閲覧・保存・廃棄
等についても資料の提供側と認識を共有す
るとが必要あり，慎重に方針策定を行わな
ければならない。
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台帳登載資
料の目録電
子化の推進

指針
検討

◇
運用
実証

→

和古書については，冊子体目録の電子化が
達成され，従来冊子体目録でしか検索でき
なかった古書をウェブ上で検索することが可
能になり，利便性が向上した。
　それ以外の資料については，資料の種類
が多岐にわたること等から，リスト作成の段
階である。

　和古書以外の絵葉書等については，リスト
作成後叡智の杜Ｗｅｂにて順次公開する。

5
本と出会う仕

掛けづくり

内
部
資
源
で
の
取
組

外部
との
連携

◇
多様
な展
開

→ 3 2 3

・講座等の開催
　　｢みやぎ県民大学｣で職員による講座の
実施及び職員対象としてOPAC講習会を実
施した。
　今後においても職員対象とした各種講習を
実施し，県民に対して職員による講座の実
施に向けた検討を進める。
・複製資料貸出事業
　　複製資料貸出のニーズとしては，高校の
学園祭で展示したいというものが多く貸出の
集中する8月（平成27年）は，資料の大半を
貸出している。
・特別展・企画展(展示)の開催
　　国指定重要文化財「坤輿萬國全圖」公開
時の来室者数は，公開期間を考えると群を
抜いているが，他の展示の来室者数を見て
も，平成25～現在までの来室者数が 71,706
人を数えていることを考えても，目的はおお
むね達成されていると考えられる。また，新
着資料等所蔵資料の紹介では，毎週新着
図書「新着図書コーナー」に配架するととも
に,Webでの公開及び新着リストを作成して
利用者に提供している。推薦する本につい
ては，その本に関する紹介文を作成のうえ，
所蔵する関連資料30冊程度展示し貸出に
供している。

　各種資料展示・特別展や企画展示の実施
については，ホームページへの掲載等を行
い広く県民への周知を図っているが，各班・
担当ごとの実施となっていたり，ＰＲ不足な
ど効果的に生かされていない状況にある。こ
れらについて一層の周知を図るため，より多
くの利用者に活用されるような方法や館内
掲示・各カウンターでのチラシの配布など，
館全体の取組として「本と出会う」仕掛けづく
りの仕方を工夫する必要がある。
　講習等の開催では，これまで職員を対象と
した講習を実施しているが，さらに職員によ
る県民を対象とした講習を実施することによ
り，より効率的な取組みが図られるため，今
後，資料検索端末や自動貸出機の使い方
講習会を実施するなど具体的に計画を立て
課題改善に努めていく。

4

　開架フロアの利便性向上のため，書架見
出しの設置を進めたほか，館内案内，表示，
掲示方法など随時見直し環境整備を行っ
た。
　各フロアでは季節や話題となっている事
柄，県の施策に関連したミニ展示行ったほ
か，館全体で統一テーマの展示を実施し，
ホームページのほか，新たに共通基盤シス
テム，ツィッターでの広報を実施した。
　また，「みやぎ県民大学」，「ビブリオバト
ル」等の実施により，図書館に足を運ぶきっ
かけをつくった。
　来館者に対しては，図書館利用の支援とし
て，OPAC講座により検索機の利用方法と資
料の探し方の講習を実施したほか，データ
ベース講習会により，課題解決支援を行い，
参加者からは「役に立った」という感想が多く
寄せられた。
　館外の活動としては，所蔵する貴重資料
の複製の貸し出しが年間約１0施設で利用
があった。
　そのほか，平成29年度は「伊達政宗公生
誕450年」企画として，伊達文庫展を開催し
た。また，平成29年に国指定重要文化財に
指定された「仙台領国絵図」のレプリカ特別
展を春と秋の２回実施し多数の来場者が
あった。

　各フロアは，それぞれの計画に基づいてミ
ニ展示等を行ったが，年に数回は館全体で
「本と出会う仕掛け」を作ることで，利用者に
とってより分かりやすく，印象に残るよう工夫
が必要である。
　図書館利用及び課題解決支援として実施
したＯＰＡＣ講座やデータベース講座は，お
おむね好評であったが，参加申し込み方法
や，周知方法に検討を要する。

6
知へのナビ
ゲーションの
充実

実施 → ◇ → → 3 2 2

　パスファインダーについては，今年度は10
月までに３種発行している。また，レファレン
ス協同データベースについては，9月に45件
の登録を行った。「郷土関係論文目録」につ
いては，年間1,600件以上の記事及び論文
を採取し，目録への登録数，ホームページ
上（叡智の杜ｗｅｂ）での公開数を着実に伸
ばすことができた。

　パスファインダーをより多くの方に活用して
いただくためには，適時適切なテーマの選
定が必要であり，職員は日頃からの情報収
集に努める姿勢が大切である。また，活用
方法については市町村図書館で利用できる
ようMYｰNETを使い情報提供するなど利活
用促進について検討を図るとともに，多くの
利用者に活用していただくために周知の仕
方を工夫する。
　また，公開しているレファレンス事例につい
ては，更に充実した内容にするために館内
各部署と連携を図ることが課題であり，それ
に伴って業務分担についての検討も必要で
ある。
　「郷土関係論文目録」については，引き続
き該当記事・論文の的確かつ迅速な採取・
登録に努め，目録の作成及びデータベース
化を進め，そのデータをもとに記事検索ツー
ルとして広く情報発信を行うことが課題であ
る。そのため，館内職員が情報を共有し資
料の充実を図るとともに，幅広い視野から
ニーズに応じた多くの事例を提供できるよう
課題改善に努めていく。

4

　読み聞かせリストのほか，ミニ展示に伴う
ブックリストを作成し配布した。
　パスファインダーは5年間で33件を発行し，
ホームページで公開するとともに，館内で自
由に利用できるよう書架付近に設置した。
　レファレンス協同データベースは5年間で
456件の登録を行った。
　郷土関係論文目録については，5年間で約
10，000件の記事及び論文を採取し，ホーム
ページ上（叡智の杜Web）で公開した。

　作成したパスファインダーはホームページ
で公開するとともに，館内で印刷したものを
配布しているが，市町村図書館等で利用で
きるよう，活用方法を検討する必要がある。
　また，レファレンス協同データベースの登
録に関しては，レファレンスを行う全てのカ
ウンターが参加するよう，連携していく必要
がある。

4 3

　和古書については，冊子体目録の電子化
が達成され，従来冊子体目録でしか検索で
きなかった古書をウェブ上で検索することが
可能になり，利便性が向上した。

　目録の電子化が達成された古書以外の資
料について，本事業の対象となる資料の種
別及び数量を把握した上で，それぞれの資
料種別ごとに電子化に関する指針の検討を
行う必要がある。
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活
用
の
充
実

7

所蔵資料の
修復・デジタ
ル化とデジタ
ルアーカイブ
推進

開発

規程
整備

運用

修
復・
デジ
タル
化

◇ → → 3 2 3

　「貴重資料保存修復事業」や「和古書複製
作製事業」を活用・継続させながら，資料の
修復（保存）とアーカイブ推進（利活用）に取
り組むことができた。資料の修復計画につい
ては，絵図を中心におおよその資料選定を
行った。

　「貴重資料保存修復事業」及び「和古書複
製作製事業」は，本館が平成15年度から継
続してきた事業であり，貴重資料の保存と利
活用の両立を図るものである。しかしその業
務内容も，社会情勢に伴い縮小せざるをえ
ない状況が続き，例えばレプリカの作製など
は平成20年度以降行われていない。本来趣
旨を同じくするこれらの事業について，今後
も継続していくことを前提に，包括した計画
の策定が課題となっている。

3

　「貴重資料保存修復事業」や「和古書複製
作製事業」により，資料修復と代替資料の作
製を行い，保存と利活用の両立を図った。代
替資料として作製したデジタル画像は，目録
情報とリンクさせ，ホームページ上（叡智の
杜ｗｅｂ）で公開し非来館者の資料アクセス
環境を整えた。

　対象資料が多く長期に及ぶものであり，効
果的・効率的な計画が必要である。
　電子書籍や電子化に伴う資料の利用規程
の整備が必要である。

保
存
の
充
実

8
資料種別ごと
の保存方針
の策定

方針
策定

順次
実施

◇ → → 3 2 2

　旧年発行の図書など通常の配架には適さ
ない資料がどの程度あるか，基礎となる資
料及び資料数について継続して確認作業を
行っている。また，開架・閉架書庫の収容状
況においても把握し所蔵場所の検討を進め
ている。貴重資料については，「貴重資料保
存修復事業」や「和古書複製作製事業」を継
続しながら，資料の保存と利活用に取り組
んだ。

　基礎となる資料数の確認と同時に配架場
所を確保・選定することも大きな課題である
が，現状では他の寄贈資料や除籍対象であ
る複本等が閉架書庫内の一定部分を占め
ており配架に支障をきたしている状況であ
る。適当な配架場所がない場合は，配架の
ための書架スペースを設置することも必要と
なる。また，貴重書庫内等の環境整備につ
いて，類縁機関の保存状況を参考にしなが
ら，最適な環境を保持するための勉強会や
定期的かつ適切な清掃を行うなどの自助努
力を続けていく必要がある。同時に，環境保
持に必要な機材等の予算化に努め，最適な
資料保存の方向性を見い出すことが大切で
ある。また，寄贈資料等を含めた資料数の
増加により配架場所の確保が緊急課題であ
り，その対応として蔵書点検期間などを利用
して，集中的に開架及び閉架書庫内の整備
を進めていく。

3

　書庫の狭隘化対策として，現状把握のた
め耐用年数調査を実施した。その結果を踏
まえ，保管スペース確保のための除籍等に
着手した。県内市町村図書館等に対する
「資料保存センター」としての役割を果たしつ
つ，複数所蔵する資料の除籍等を進めた。
　また，16ミリフィルムについても保存環境
維持に努めた。

　今後も資料は増加していくことから，まと
まったスペース確保ができるまでの間，書架
の増設や，除籍等を進める必要がある。
　貴重資料以外の旧年発行の資料の適正
な配架及び保存については，該当する資料
数の把握，保存方法について継続して検討
していく必要がある。

9

県内市町村
図書館等に
対する資料保
存センター機
能の整備

実施 → ◇ → → 3 2 2

　具体的な取組策についての検討はできて
いない状況である。配架場所及び配架方法
についても検討が必要であることから，資料
保存計画の検討とあわせ整備に向けた方策
を考察する必要がある。

　県内市町村図書館等に対する資料保存セ
ンター機能の整備に向けて，横断検索のさ
らなる充実と当館全体の取組みとして，受け
入れ保存ができるような体制づくりのため配
架場所及び配架方法などの工夫や変更の
検討とともに書庫スペースの増設等環境整
備についても具体的な検討に入っていく必
要がある。

3

　当館の資料収集方針に則り，市町村図書
館等が必要とする資料についても，収集を
進めた。
　資料増加に伴う配架場所・配架方法につ
いて，工夫をしてスペースの確保に努めた。

　市町村図書館等にとっての資料保存セン
ターとして，横断検索の充実と，書庫スペー
スの増設をはじめとして増え続けていく資料
の保存方法・資料の提供方法について，さら
なる検討が必要である。
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情報リテラ
シー支援

実施 → ◇ → → 3 2 2

　利用者への図書館資料の検索やデータ
ベースの活用を図るための講習会を実施す
るにあたり，職員を対象に外部講師による
データベース操作方法の講習会などを実施
し職員の知識・技術向上を図ってきた。
　団体見学は，希望する団体と日程等調整
し実施している。定期ツアーは毎月実施して
おり，今後の参加者数の増加に向けて積極
的に広報を行っている。参加者のアンケート
によると概ね好評である。

　今後の利用者に対する講習会の運営に向
け実施方法や資料・テキスト等の整備に取
り組む必要がある。その対応として，外部講
師による職員を対象とした講習会を実施す
ることにより職員が操作方法を熟知するとと
もに，利用者対象の講習会は特に館内の利
用者数が多い土曜日等に期間を設けて月1
回程度の職員による各データベース講習会
を実施するなどの取組みに努めていく。
　団体見学について，人数が多い場合（数グ
ループに分けて対応）や半数勤務日等の対
応する職員の確保が困難な場合もあり，担
当班以外からの協力も得ながら対応していく
必要がある。

4

　利用者へのデータベース講習会，図書館
見学ツアーを定期的に実施しており，参加
者からは，いずれも概ね好評である。
　団体見学についても，日程等を調整し，可
能な限り受入,実施した。

　作成されたデータベース講習会や図書館
見学ツアー用の資料･テキストの共有化を図
り，更新についても留意し，参加者にとって
わかりやすい資料を作成して，継続開催す
ることができるよう努める必要がある。
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11

県図書館の
生涯学習の
場としての有
効利用

2 3 3

　目標は概ね達成されている。
・多方面からのパネル展示が実施され有益
な情報提供の場として機能している。
・年12回の上映が（上映会9回，こども映画
会 3回）行われている。

　エントランスのパネル展示は，良好に実施
されている。
　選定される内容（映画）により，参加利用
者の数にばらつきがある（13人～92人）。よ
り多くの方に利用される内容の作品を選定
する必要性がある。

3

　有益な情報提供の場として，一定の県庁
内部課室に認知され，活用されている。
　平成28年度から，「16ミリフィルムの上映」
を加えたことにより，県民に人気を得てい
る。

　多くの県民への情報提供の場としてエント
ランスホールが利用できる旨の広報を，引き
続き行う必要がある。

12
図書館でのボ
ランティア活

動促進

調査
研究
・
検討

→ ◇ 試行 運用 3 2 2

　図書館ボランティアに対して学習の機会を
提供し，そのサポートとしての研修の場を提
供するという目標はおおむね達成している。
ボランティアからの要望を受け，平成27年度
からは養成講座の回数を約20回程度増やし
充実を図った。それぞれのボランティア活動
は利用者サービスの向上に繋がっている。
　読み聞かせボランティアについて見直しを
行い，併せて読み聞かせに関する研修の実
施についても見直した。（研修は県民を対象
とし，読み聞かせの基礎・選書・実践や紙芝
居の演じ方･効果的な読み聞かせにつなが
る手遊びなどの研修を計画）それにより各地
域で活動する読み聞かせに関わるグループ
等に活動と研修の機会を提供することがで
き，地域ボランティアの育成や広がりと親を
交えた子どもの読書の広がりに繋がると考
える。

　ボランティア活動者からの要望に応え，職
員やボランティア同士のコミュニケーション
の出来る環境整備が課題となる。
　音訳の研修について，他所での研修となる
ことが多く，講師を招いて当館での実施も行
いたい。
　活動期間の制限をなくした事により，今後
新規のボランティア募集が少なくなることも
考えられるため，参加枠の拡大と初めて参
加するボランティアへのケアが必要となって
くる。
　研修の充実に向けた内容の検討・整理や
ボランティア活動から得られる満足感・充実
感を当館での活動後にも居住地域等のボラ
ンティア活動やリーダーとしての活動につな
がるよう，地域ボランティア活動のニーズの
把握など多面的な取組も必要となる。

3

　個々のボランティア活動についての研修は
回数を増やす・内容を見直すなどして達成で
きている。
　音訳の専門講座については，全講座を図
書館内で実施。そのうち3回は外部講師に依
頼し，内容の充実を図った。

　全体研修会について方向性と内容をどう
するか検討が必要である。
　やりがいのあるボランティア活動を目指し
て，新たなボランティア人材の確保に向けて
活動の成果や活動の内容を発表する場を
設けることを検討する必要がある。

13
知へのナビ
ゲーションの
充実

実施 → ◇ → → 3 2 2

　パスファインダーについては，今年度は10
月までに３種発行している。また，レファレン
ス協同データベースについては，9月に45件
の登録を行った。「郷土関係論文目録」につ
いては，年間1,600件以上の記事及び論文
を採取し，目録への登録数，ホームページ
上（叡智の杜ｗｅｂ）での公開数を着実に伸
ばすことができた。

　パスファインダーをより多くの方に活用して
いただくためには，適時適切なテーマの選
定が必要であり，職員は日頃からの情報収
集に努める姿勢が大切である。また，活用
方法については市町村図書館で利用できる
ようMYｰNETを使い情報提供するなど利活
用促進について検討を図るとともに，多くの
利用者に活用していただくために周知の仕
方を工夫する。
　また，公開しているレファレンス事例につい
ては，更に充実した内容にするために館内
各部署と連携を図ることが課題であり，それ
に伴って業務分担についての検討も必要で
ある。
　「郷土関係論文目録」については，引き続
き該当記事・論文の的確かつ迅速な採取・
登録に努め，目録の作成及びデータベース
化を進め，そのデータをもとに記事検索ツー
ルとして広く情報発信を行うことが課題であ
る。そのため，館内職員が情報を共有し資
料の充実を図るとともに，幅広い視野から
ニーズに応じた多くの事例を提供できるよう
課題改善に努めていく。

4

　読み聞かせリストのほか，ミニ展示に伴う
ブックリストを作成し配布した。
　パスファインダーは5年間で33件を発行し，
ホームページで公開するとともに，館内で自
由に利用できるよう書架付近に設置した。
　レファレンス協同データベースは5年間で
456件の登録を行った。
　郷土関係論文目録については，5年間で約
10，000件の記事及び論文を採取し，ホーム
ページ上（叡智の杜Web）で公開した。
（再掲）

　作成したパスファインダーはホームページ
で公開するとともに，館内で印刷したものを
配布しているが，市町村図書館等で利用で
きるよう，活用方法を検討する必要がある。
　また，レファレンス協同データベースの登
録に関しては，レファレンスを行う全てのカ
ウンターが参加するよう，連携していく必要
がある。
（再掲）
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14
行政支援の
ための図書
館活用啓発

実施 → ◇ → → 3 3 3

　行政への支援については，行政機関が課
題解決のため必要とする資料収集及びレ
ファレンス等の公務支援に努めるなど，目標
はおおむね達成されている。なお，行政機
関から寄せられるレファレンスへの対応にお
いて，平成25年度以降で処理票に登録され
ている県関係からのレファレンスは15件程で
ある。

　行政支援のための図書館活用を図るうえ
で，行政機関が必要としている情報がどの
ようなものであるかを的確に把握する必要
がある。そのため，庁内イントラなどを活用
して簡単に問い合わせができる仕組みづくり
の検討を図るとともに，対応する職員の体制
などを総合的に整備する必要がある。また，
行政機関が抱える課題解決のため，図書館
資料が役立つことを職員ポータル等を活用
し広く周知する必要がある。

3

　エントランスの展示にあわせて，18歳選挙
権、健康情報など，関係部署と協力して施
策の周知のためのミニ展示を行った。図書
館の展示を共通基盤システムで公開するこ
とにより，図書館の取組に注目を集めるきっ
かけとなった。

　共通基盤システムを通じて，図書館の取組
が知られるようになったが，今後はさらなる
利用を図るため，関係部署への周知，館内
の体制整備が必要である。

15
地域情報発
信コーナーの
充実

実施 → ◇ → → 3 2 3

　平成27年度に，みみサポ仙台（県聴覚障
害者協会）との新たな繋がりができたこと，
視覚障害者情報センターとの連携がより多く
なってきたこともあり，福祉関連のチラシを
コーナー中央よりに設置した。福祉機器展
のパンフレットなども設置し，関心を持っても
らうようにした。

　限られたスペースだが，テーマ別の掲示や
それに伴うレイアウトや表示，季節感を出す
ための装飾をするなどの工夫し，より分かり
易く利用し易いものにしなければならない。
当番を決めるなど，担当不在でもこまめな巡
回を実施し掲示物の撤去等スムーズな運営
を行う。また，掲示等の実施要項も整備する
必要がある。

3

　利用者の視点に立ち，どのようなレイアウ
トだと利用しやすいか，表示は適切かなど班
で検討し，気軽に情報収集を行うことができ
る環境づくりに努めた。

　今後も利用者の視点に立ち，情報収集に
役立つコーナーづくりを目指していく必要が
ある。

16
より利用しや
すい子ども図
書室の整備

調査 試行 ◇ 実証 → 2 3 2

　9類（文学）の対象学年の可視化について
は，終了した。
図書室利用者アンケートについては，平成
27年11月初旬を回収期限として実施し，要
望の一部を実現化した。

　アンケート結果をもとに一部具現化したも
のもあるが，季節展示等の展示の表示や，
室内の案内表示を工夫し，より分かりやすく
するとともに，利用者の動線に即した資料の
配架方法の見直し等，利用しやすい環境整
備を検討し，実施していく必要がある。

3

　子ども図書室内の各種表示等を定期的に
作り替えるとともに，資料を書架の上に面だ
しし，手に取りやすい工夫を行った。また，職
員が常に利用者に目を配ることを心がけ，レ
ファレンス等に積極的に対応した。

　年々資料が増えていく状況にあることか
ら，子ども図書室内も含め，スペースの確保
が必要である。

17
市町村図書
館の学校支
援のサポート

実施 → ◇ → → 3 2 3

　当館の「学校支援のサポート」を利用した
市町村図書館等からは，概ね好評を得てい
る。

　市町村図書館等に事業内容が浸透してい
るとはいい難いため，広報の仕方や事業内
容を現状に合わせて変更する等の検討が
必要である。また，エンドユーザーである学
校が使いやすいように，教育課程に基づい
たセットへの組み替えや，選択する際，セッ
ト内容がわかるような広報のあり方を工夫し
ていく必要がある。

3

　平成28年4月から「学サポセット」の貸出期
間を1ヶ月から2ヶ月にしたことにより，より使
いやすくなったと好評を得た。教育課程に基
づいた新セットの追加や学校及び図書館等
への周知，HP等を充実したことにより，利用
が増加した。

　新セットの追加等，市町村図書館等や学
校の要望を踏まえた整備が必要である。

18

児童資料研
究・相談室の
活動の充実
強化

実施 → ◇ → → 3 2 3

　目標は概ね達成されている。 　「児童資料研究・相談室」や「子どもの本移
動展示会」については，より利用を促進する
ために，今後の周知・広報活動において工
夫が必要である。また，当館エントランスに
おいて子どもの本展示会を開催することに
より，数多くの県民に児童書と触れ合える機
会を提供したが，反面じっくりと選書を行い
たい人に対しての，閲覧スペースの確保と
その提供の工夫が必要である。事業開始当
初の理念を尊重した上で，時間の経過によ
る社会の変動検証の結果を踏まえた事業展
開のあり方を含め，児童資料研究・相談室
に所蔵する資料の有効活用を検討する必要
がある。

2

　「児童資料相談・研究室」は，広報誌等を
作成し，配布先を拡大した。それによりある
程度の利用はあったものの，大幅な利用の
拡大はなかった。
　小・中学生へ向けた読書案内「本のいず
み」，よみきかせに適した絵本等を紹介する
「よみきかせの世界」を発行した。また，子ど
もの読書週間に合わせ「子どもの本展示会」
を１階エントランスで開催し，来場者数は
年々増加傾向にある。その後に実施する
「子どもの本移動展示会」においても，市町
村図書館等及び小・中・特別支援学校へ巡
回展示することにより，広く児童書に触れる
機会を設け，申込数も増加した。

　「児童資料研究・相談室」については，選
書の参考としての利用者を増やすため，今
後のあり方について検討し，利用が見込ま
れる幼稚園，小学校等への周知も併せて
行っていく必要がある。
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市
町
村
図
書
館
等
職
員
へ
の
支
援

19

図書館関係職員に
対する効果的な研
修の企画・プログラ
ム化，フォーラム・
シンポジウムの実
施

研修
等の
企画

・
実施

→ ◇ → → 3 2 3

　目標はおおむね達成されている。
・年7～8日の会議・研修（研修会年４～５回・
連絡会議年3回）実施
・参加者からは，内容は役に立つものである
と好評を得ている。

　研修会の実施に際し数年単位での育成を
考慮した研修カリキュラムの作成が運営や
講師依頼等において有効と考える。市町村
図書館等職員以外の図書館関係者への働
きかけができていない状況にあるため，それ
以外の図書館関係者に研修会への参加呼
びかけ等を行っていく必要がある。
　講師を務める本館職員の養成及びスキル
アップを図り，持続的な研修体制を強化する
ことが必要である。

3

　平成28年度から，市町村図書館等職員以
外の研修会への参加の拡大を図った。
　また，平成27年度から，当館で開催する研
修会に参加が難しい市町村への提供手段
のひとつとして研修会動画の記録を開始し
た。

　研修会動画の提供方法について，検討す
る必要がある。
　研修会の内容充実のため，あらかじめ市
町村図書館等から意見を募集し，ニーズ応
じた講義を実施していきたい。

図
書
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に
携
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員
へ
の
支
援

20

図書館行政
関係職員へ
の支援・連
携，協働化の
推進

実施 → ◇ → → 3 2 3

　目的はおおむね達成されている。
　出前講座は，各市町村からの要望に沿う
かたちで実施している。実施した各館から好
評を得ている。
　各年度に県内の全公共図書館，公民館図
書室を対象に調査を行い発行している。上
記のとおり図書館行政関係職員の一助と
なっている。

　出前講座は要望の時期・内容により対応
できない場合もあり，講座のメニューを作成
し周知する，希望を事前に集約するなどの
対応で円滑な運営が必要。
　講義のマニュアル化を進め，館内の講師
育成を図ることで講師役の分担を目指す。
　公共図書館職員が地域の学校図書館や
ボランティアへの指導や講習ができるように
なることを目指す。
　定期巡回相談を通して市町村の課題を概
観すると，読みきかせボランティアの育成，
所蔵スペースの狭隘化と除籍の問題，学校
図書館との連携等がある。研修や出前講座
のメニューを充実させるとともに，講師の紹
介等を行うことにより，市町村の課題が解決
する方向へ進むよう支援する。

3

　出前講座を実施した各館・公民館図書室
からは好評を得た。
　定期巡回相談については，市町村図書館
等の課題を確認できた。

　出前講座は，市町村図書館が自らの課題
を考える方法を提示するなどの，運用方法
を検討する必要がある。
　また，講座実施後に各館で伝達していただ
けるような働きかけが必要である。

職
員
育
成
の
強
化

21

職員の能力を
引き出す多彩
な職員研修
の実施

実施 → ◇ → → 3 3 3

　研修・訓練とも計画に基づき着実に実施さ
れており，研修機会を充実させている。
　防災訓練においては，平成２７年度初めて
半数勤務を想定した訓練を実施した。

　研修・訓練について職員への確実な定着
を図るため毎年実施する必要がある。
　i-BCP各訓練については，より実効性のあ
るものとするため机上訓練を今後計画して
いくことが求められる。 3

　平成28年度は，他県図書館での暴力事件
の発生を受け，警察に依頼して，不審者対
応訓練を館内および県内市町村図書館向
けに実施した。
　平成29年度は，i-BCPに関連して，5月の
連休前にマニュアルを作成し，各窓口へ配
付した。

　i-BCPは作成しているが，災害だけでなく，
インフルエンザの流行などで館を運営する
人員が不足する場合も考えうるので，BCP
の作成検討が必要である。

組
織
運
営

の
強
化 22

図書館のための
図書館として機
能する組織のあ
り方検討

課題
抽出

検討 ◇
施行
評価

→ 2 2 2

　県立図書館としての役割を十分果たせる
よう既存組織での検討はされている。組織
改編後，組織が肥大化しているとは思われ
ない。

　図書館運営の中期的な望ましい組織のあ
り方を検討することは必要であり，今後は組
織の整備の検討が必要となってくる。 2

　県立図書館としての役割を十分果たせる
よう現行組織の課題検討をした。

　図書館運営の中期的な望ましい組織のあ
り方について，今後も，組織の整備について
検討していく必要がある。

23

Ｗｅｂの特性
を活かした情
報発信の充

実

実施 → ◇ → → 3 3 3

　宮城県図書館に関する情報発信推進の一
環として，通常時の情報発信また大規模災
害時など緊急時における広報媒体の一つと
してTwitterを導入している。

　災害時等に担当職員が不在となる事態に
備えて，他の職員がTwitter等を使用できる
ようマニュアルを作成する必要がある。 3

　平成28年度から，twitterによる情報発信を
行い，実施要項，マニュアルを作成した。

今後もSNSの特徴を生かした情報発信を行
い，効果的な広報活動を行う必要がある。

24

県全域を対象
としたデジタ
ルアーカイブ

推進

開発 運用 ◇

運用
モデ
ルの
開発

→ 3 2 3

　目標はおおむね達成されている。 　今後は，アーカイブの管理運営を連携主
体である県及び市町村が協力して行う必要
があることから，「東日本大震災アーカイブ
宮城」管理運営協議会を有効に活用し，各
種連絡調整等を適切に行うとともに，市町村
の災害対策や学校等での防災教育におい
て資料が活用されるよう周知を図る必要が
ある。

2

　一つのモデルとして，東日本大震災アーカ
イブ宮城の運用を開始することができたが，
図書館共通のアーカイブは構築できていな
い。

　東日本大震災アーカイブ宮城のさらなる活
用を図るとともに，図書館共通で使われるよ
うなアーカイブの構築に向け，引き続き検討
を行う。

サ
ー
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ス
基
盤
を
強
化
す
る
取
組

3

Ｗ
ｅ
ｂ
サ
ー
ビ
ス
の
強
化

2 図
書
館
を
使
う
人
・
支
え
る
人
へ
の
取
組

6 
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課題等及び
改善点・見直し点

達
成
度

達成
状況

課題等及び
改善点・見直し点

最終評価

施策の展開 具体的な取組

振興基本計画　第４章　行動計画 中間評価

貸出・返却手
段の多様化
検討

検討
・

試行
→ ◇ → →

　市町村図書館等返却制度の開始により遠
隔地利用者への利便性が向上した。利用は
着実に伸びた。
　予約サービスについては，Ｗebによる予約
件数が，予約全体の４０％から５０％で推移
した。
　平成28年度は，選挙管理事務局と協力し
選挙に関する展示を行うなど，他の行政機
関と連携することができた。
　また，その後もエントランスの展示にあわ
せた各フロアの資料の展示や，水素自動車
の展示場所の提供など，新しい取組を実施
した。

　利用増に伴う返却処理作業の負担が増え
るので，今後，対応が必要である。
　また，Web登録者による在架予約，貸出延
長などを求める声が多いが，貸出状況の確
認や，貸出中資料への予約を行うことがで
きても，自宅で出来る手続きが限られてお
り，利便性の面で検討が必要である。

26
被災した図書
館等への運
営支援

実施 → ◇ → → 3 2 3

　被災した市町村図書館の再建整備検討委
員会への委員としての参加やシステム導
入・図書館運営・資料整備等に関する助言，
支援を職員を派遣し継続的に行ってきた。

　震災から5年が経過し，被害の大きかった
図書館の多くも再建などの見通しがついて
きた状況にあるが，今後も新たに再開する
図書館の中長期的に将来を見据えた運営
について，実態に合わせた支援を行う必要
がある。
　市町村図書館の状況を普段から詳細に把
握し，支援の申し出に対して迅速に，支援を
必要とする図書館を紹介できるように努め
る。

3

　被災した市町村図書館等の再建整備検討
委員会への委員としての参加や資料整備，
研修事業，システム導入，図書館運営等に
関する助言，支援を職員を派遣し継続的に
行った。

　被害の大きかった図書館の多くが開館に
向けて準備を進めてきており，引き続き県立
図書館として適切に助言等を行う必要があ
る。巡回相談のみならず，連絡を密にして着
実な支援を行う必要がある。

27

被災した図書
館等へ地域
資料再整備
の運営支援

実施 → ◇ → → 3 3 2

　市町村からの要望に沿うかたちで実施さ
れている。
　例えば，山元町中央公民館から『山元町
史』を探しているとの相談を受け，デポジット
ライブラリーの資料を提供するなど，被災地
読書施設の所蔵資料充実に寄与している。

　県内では未再開又は代替施設での運営を
している市町村図書館があるため，それら
の図書館が再開又は本館での運用を開始
するまでは，現在の運用を継続する必要が
ある。
　・未再開施設：石巻市図書館雄勝分館，同
北上分館（復興計画に合わせ移転再建予
定：時期未定）
　・代替施設での運営：名取市図書館，南三
陸町図書館
　今後，地域資料を継続的に幅広く収集して
いく手段を検討する必要がある。

3

市町村図書館等からの相談に適切な助言・
支援を行うことができた。

　デポジットライブラリーの今後のあり方の
検討，市町村へのさらなる広報が必要であ
る。

28
図書館のた
めの危機管
理研修

実施 → ◇ → → 3 3 2

 　平成25図書館地区別（北日本）研修会
で，災害時の危機管理に関する研修を実施
した。

　各図書館が災害に備えた準備が行えるよ
うに災害時の危機管理に関する研修につい
ても，継続的な実施が必要である。

3

　平成28年度は，他県図書館での暴力事件
の発生を受け，警察書に依頼して，不審者
対応訓練を館内および県内市町村図書館
向けに実施した。
　平成29年度は，i-BCPに関連して，5月の
連休前にマニュアルを作成し，各窓口へ配
付した。（再掲）

　i-BCPは作成しているが，災害だけでなく，
インフルエンザの流行などで館を運営する
人員が不足する場合も考えうるので，BCP
の作成の検討が必要である。
（再掲）

震
災
資
料
の
収
集

29

震災資料収
集のための
外部機関との
連携

収集
のた
めの
外部
訪問

→ ◇

各種
団体
活動
の動
向調
査

→ 3 3 3

　資料の収集にあたり，外部機関への訪問
等が最大限行われ，当初の予定数を上回る
資料収集数に繋がったことから，目標はお
おむね達成されている。

　デジタルアーカイブの公開が始まったとこ
ろであるが，今後も震災関連資料の収集を
継続する必要性があることから，外部機関と
のさらなる連携を図るとともに，新たに資料
提供できる機関の開拓も必要である。また，
外部機関に対しあらゆる機会をとらえて資
料提供のための依頼をし，新たな資料の開
拓を進める必要がある。

3

　デジタルアーカイブ構築時は外部機関へ
の訪問も行い，資料収集を進めることができ
た。構築･公開後は各種防災イベントへの出
展などに出向き，資料収集を行った。また報
道機関の取材対応等で広報を行い，外部機
関からまとまった資料提供を受けられること
もあった。

･外部機関への資料収集の働きかけや連携
を引き続き行い，デジタルアーカイブの資料
も含めて継続的に収集を行う必要がある。

3

サ
ー
ビ
ス
基
盤
を
強
化
す
る
取
組

3

4 震
災
復
興
へ
の
取
組

市
町
村
図
書
館
等
の
復
興

図
書
館
の
サ
ー

ビ
ス
手
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の
強
化 3 3 2

　新規利用登録時にweb登録及び予約サー
ビスについて説明するとともに，リーフレット
による周知方法について準備作業を行って
いる。また，当館ホームページや館内の利
用者端末などでも登録・予約案内について
掲載している。
　行政支援に関しては郵送による資料の貸
出を実施した。

　Web登録及び予約サービスについては，高
齢者等IT弱者の利用が難しという側面もあ
る。利用者のニーズを確認することが難しい
ことから，新規登録者に配付する当館の利
用案内とともにweb登録により予約が可能と
なる旨のリーフレットを配布することで十分
な効果が得られると考えられる。また，遠隔
地の利用者などへの返却ポイント等のサー
ビスについても検討を進める必要がある。
　行政機関の資料利用がまだ少なく，広報
によるニーズの掘り起こしが必要である。
サービスポイント設置において，返却等処理
作業に係る人的措置が課題である。
　25
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築

30

震災関係資
料デジタル
アーカイブの
構築

開発 運用 ◇

運用
モデ
ルの
開発

→ 3 2 3

　アーカイブの構築が完了し一般公開が行
われたことから，広く一般県民等の利用に供
し，震災の記憶・経験の風化を防ぎ，今後の
防災・減災対策及び防災教育等への活用が
期待される。

　今後は，アーカイブの管理運営を連携主
体である県及び市町村が協力し，効率的に
運営を行う必要があることから，「東日本大
震災アーカイブ宮城管理運営協議会」を有
効に活用し各種連絡調整等を適切に行うな
ど，さらなる運営内容の充実を図る必要が
ある。また，構築したアーカイブが，市町村
や教育機関等における防災対策や防災教
育での利活用はもちろんのこと，各種団体
等における防災活動等で有効な活用が図ら
れるよう，効果的な広報の在り方を検討する
必要がある。

4

　アーカイブ公開後，システムの脆弱性対応
の度に公開を停止することとなったため，平
成29年度に改修を行い，迅速な対応を可能
にした。合わせてトップページの更新，一部
機能改善を行い，利用者の利便性を図っ
た。
　「東日本大震災アーカイブ宮城」管理運営
協議会を年3回程度開催し，軌道にのせた。
また管理システムの研修会を実施した。
　宮城県多賀城高等学校での授業や，学校
安全フォーラム，仙台防災未来フォーラム，
図書館総合展等に参加し，防災教育等にお
ける活用やアーカイブ活動についての広報
活動を行った。

　管理運営協議会は，会議の持ち方や課題
の検討方法等，市町村の業務負担を考慮し
つつ，実情に即した運営を行う必要がある。
　広報については，県内外で各種防災イベ
ント参加等による広報を行うほか，平成Pで
活用事例を提示して活用のイメージを分かり
易く伝える，他のアーカイブと情報交換や連
携を行う等，利活用について検討する必要
がある。
　公開コンテンツのメタデータ等修正，非公
開及び新規コンテンツの公開へ向けての作
業等の課題は，問題点と対処法を検討し，
確実に実施する必要がある。

被
災
地
の
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に

31
図書を活用し
た被災支援

活動との連携
実施 → ◇ 3 2 3

　震災で被害の大きかった南三陸，女川を
中心に支援活動を実現し，それぞれの復興
事業に進捗をもたらしており，概ね達成され
ている。

　ニーズが合わず実施に至らなかった支援
は，担当者の業務量が増大するだけに終わ
る場合もあるが，たとえ実現に至らなくとも，
次の支援に繋がるように発展的な関係を築
けるように配慮する必要がある。
　支援の申し出が実現に至る確率を高める
ためにも，被災地のニーズを巡回相談等の
機会を捉えリアルタイムで吸い上げ，普段か
ら必要とする支援に繋げていく必要がある。
　図書館情報ネットワーク（MY-NET)の掲示
板機能などを活用し，市町村図書館に対し
て支援の申し出の速やかな情報提供を行う
ことにより，支援者と市町村図書館を効率的
にマッチングさせることを目指す。

3

　震災で被害の大きかった女川や南三陸な
どへ出前講座や相談に対応し，復興事業に
貢献した。

今後も復興に向けて巡回相談をはじめ，
ニーズに応じた支援を行い，着実な復興実
現に向けて引き続き支援する必要がある。

4 震
災
復
興
へ
の
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